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バリアフリー教室

高齢者、障害者等が安心に日常生活や社会生活が出来るようにするためには、施設整備（ハード面）だけではなく、高齢者、
障害者等の困難を「自らの問題」として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフ
リー」が重要です。
このため、管内各地において「バリアフリー教室」を開催し、疑似体験、介助体験、バリアフリー化された施設の体験等を

していただく場を提供しています。
また、地域が行っている、学校、地方公共団体、NPO、ボランティア団体、障害者団体、福祉施設など多様な主体が、お互

いに連携しながら同様の取り組みや活動に対して、情報提供等の支援を行っています。
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過去５年間の開催実績 過去の主な開催場所と参加者

開催県 開催場所 参加者

青森県 弘南バス（株）弘前営業所 小学４年生

岩手県 奥州文化会館Zホール
バス、タクシー事
業者

宮城県

楽天生命パーク宮城 小学４年生ほか

仙台市内小学校 小学３年生

仙台市内小学校 小学４年生

秋田県
秋田市内小学校 小学４年生

秋田市内小学校 小学４年生

山形県 JR天童駅内 小学５年生

福島県 奥飯坂穴原温泉 吉川屋
飯坂温泉旅館共同
組合関係者
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バリアフリー教室

高齢者疑似体験セット

視覚障害者疑似体験用
白杖とアイマスク

体験グッズ

高齢者疑似体験（小学生用・大人用どちらか）、
視覚障害者疑似体験それぞれ２０セットまで
使用可能。

バリアフリー教室の様子
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バリアフリー教室の開催状況

【開催概要】
実施日：令和３年６月３０日（水）
場 所：仙台市立住吉台小学校
参加者：小学校４年生 ５６名
主 催：東北運輸局
協 力：仙台市社会福祉協議会

根白石地域包括支援センター

【開催概要】
実施日：令和３年１０月１８日（月）
場 所：山形運輸支局
参加者：タクシー事業者社員 １０名
主 催：山形運輸支局
協 力：山形トヨペット株式会社

社会福祉法人 山形市社会福祉協議会
一般社団法人 山形県ハイヤー協会
山形県ハイヤー・タクシー協会

【開催概要】
実施日：令和３年６月２４日（木）
場 所：仙台市立七北田小学校
参加者：小学校３年生 １３１名
主 催：東北運輸局
協 力：仙台市社会福祉協議会

泉中央地域包括支援センター

高齢者疑似体験

高齢者疑似体験

UDタクシーを使った車いす利用者の乗降・介助体験

高齢者疑似体験グッズを着用した状態での歩行、階段の昇り降りを児童に
体験していただきました。ゴーグルを付けることで視界が悪くなっているため、慎
重に階段に向かっていた姿が印象的でした。

【主な感想】
・『高齢者は普段体が重く、動きづらいことが分かった。』
・『階段を昇り降りをする時、結構大変だった。』

高齢者疑似体験グッズを着用した状態での歩行、軍手を着用した状態で
物を掴む体験を児童にしていただきました。軍手を着けることにより掴みづらく
なっているため、本来であれば簡単にできる作業に苦戦している様子でした。

【主な感想】
・『高齢者がこんなに体が重いことや固いことが分かり、普段から大変な思い
をしていることが分かった。』
・『足首に重りつけてみて、最初は平気だったが後から重さが効いてきた。』

山形トヨペット株式会社の職員からはUDタクシーでの操作方法
や特徴を、社会福祉法人山形市社会福祉協議会の職員から
は車いす利用者に対する声かけや車いすの操作方法を説明して
いただきました。

【主な感想】
・『UDタクシー車両を使った実際の動作確認や体験は参考に
なった。』
・『地域交通の希望の星となるタクシー会社になるよう取り組んで
いきたいと感じた。』
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）に基づく移動等円滑化促進方針及び基本構想
（※）の策定に要する調査経費を支援。
※バリアフリー法の改正により、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、従来のハード整備に加え、心のバリアフリーに関する特定事業（教育啓発特定事業）を創設。公共交通特定事業
（ハード整備）と併せて教育啓発特定事業（ソフト対策）を基本構想に位置づけ、ハード・ソフト一体となったバリアフリー化を推進する市町村を支援。

○補助対象者：市町村（ただし、バリアフリー法第２４条の４第１項又は第２６条
第１項に規定する協議会の構成員）

○補助対象経費：地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促
進方針又は基本構想（※）の策定に必要な調査経費

・ 協議会開催等の事務費 ・ 地域のデータの収集・分析の費用
・ 住民・利用者アンケートの実施費用 ・ 専門家の招聘費用
・ 短期間の実証調査のための費用 等

※基本構想については、公共交通特定事業（ホームドアの設置、ノンステップバスの導入等）に加
え、心のバリアフリーに関する教育啓発特定事業（公共交通の利用疑似体験等）を位置づ
け、ハード・ソフト一体的なバリアフリー化を目指すものに限る。

○補助率：１／２（上限５００万円）
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旅客施設を中心とした
生活拠点

【マスタープラン及び基本構想のイメージ】

： 移動等円滑化促進地区

： 生活関連施設

： 生活関連経路

移動等円滑化促進地区
かつ重点整備地区：

地域公共交通バリアフリー化調査事業（移動等円滑化促進方針策定事業、基本構想策定事業）

≪参考資料≫
・『移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン』 ： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html
・『交付要綱・実施要領』 ： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

市町村による移動等円滑化促進方針の策定（努力義務）
（移動等円滑化促進地区の指定）

旅客施設等の新設等に係る事前届出（義務）

市町村による要請等

市町村の求めに応じた施設設置管理者
による情報提供（義務又は努力義務）

施設間連携を誘導 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ作成促進

市町村による基本構想の策定（努力義務）
（重点整備地区の指定）

市町村による実施要請
大臣等による実施勧告等

個別計画作成・特定事業実施（義務）

既存施設も含めた面的な
バリアフリー化を推進

≪移動等円滑化促進方針・基本構想制度の概要≫

地域公共交通調査等事業 （地域公共交通バリアフリー化調査事業）
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